
令和８年(202６年)３月１０日 

厚  生  委  員  会  資  料 

健 康 福 祉 部 障 害 福 祉 課 

（第 26号議案） 

 

中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正理由 

 医療費や物価高騰等給付対象者の経済面での厳しい状況を鑑み、障害者の福祉を更に増進

するため、現行の難病患者福祉手当の支給額を引き上げることに伴い、改正を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

第４条中「１０，０００円」を「１５，５００円」に改める。   

 

３ 新旧対照表 

 

改正案 現行 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（手当の額） （手当の額） 

第４条 手当は、月を単位として支給する

ものとし、その額は、１月につき１５，５

００円とする。 

第４条 手当は、月を単位として支給する

ものとし、その額は、１月につき１０，０

００円とする。 

第５条～第１１条 （略） 第５条～第１１条 （略） 

付 則 （略） 付 則 （略） 

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施

行する。 

 

（経過措置）  

２ 改正後の第４条の規定は、令和８年４

月以後の月分の難病患者福祉手当の支給

について適用し、同年３月以前の月分の

難病患者福祉手当の支給については、な

お従前の例による。 

 

 

 


